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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カートリッジに収納されたカバー付トレイに載置された情報記録媒体に対して情報の記
録及び／又は再生を行う情報記録再生装置であって、
　前記カートリッジから前記カバー付トレイを引き出すことにより取り出し、かつ、前記
カバー付トレイを押し入れることにより前記カートリッジに収納する、トレイローディン
グ手段と、
　前記カバー付トレイに載置された前記情報記録媒体に対して、情報の記録及び／又は再
生を行う記録再生部と、を備え、
　前記トレイローディング手段は、
　　前記カートリッジと前記記録再生部における記録再生動作位置との間を、前記カバー
付トレイを移動させるトレイ移動手段と、
　　前記カバー付トレイの上下方向の位置決めを行い、前記トレイ移動手段により前記カ
バー付トレイを前記カートリッジに収納する際に前記カバー付トレイからの前記情報記録
媒体の脱落を防止するトレイ位置決め手段と、
　　前記トレイ移動手段によるカバー付トレイの移動に対応して、前記カバー付トレイの
カバーの端部を押し上げて前記カバーをカバーガイド部にガイドし、前記情報記録媒体を
露出させる媒体露出手段と、
を備えることを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項２】
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　前記トレイ位置決め手段は、前記トレイ移動手段によって移動する前記カバー付トレイ
の移動経路上に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の情報記録再生装置。
【請求項３】
　さらに、前記情報記録媒体のローディング時に、前記カバー付トレイを載置するための
トレイ載置台を備え、
　前記トレイ位置決め手段は、前記トレイ載置台に取り付けられていることを特徴とする
請求項１又は２に記載の情報記録再生装置。
【請求項４】
　前記カバー付トレイが前記カートリッジから引き出され、前記情報記録媒体が前記記録
再生部へのローディング準備が完了した状態において、前記トレイ位置決め手段は、前記
情報記録媒体で覆われていない前記カバー付トレイにおける前端部の領域に位置すること
を特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の情報記録再生装置。
【請求項５】
　前記トレイ位置決め手段は、前記カバー付トレイの移動に伴って回転可能なローラーで
構成されていることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の情報記録再生装置
。
【請求項６】
　前記トレイ位置決め手段は、上下２つのローラーで構成され、この上下のローラーで前
記カバー付トレイを挟み込むことにより、前記カバー付トレイの上下方向の位置決めを行
うことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報記録再生装置。
【請求項７】
　前記記録再生部は、前記カバー付トレイを載置するための載置台を有し、
　前記ローラーは、前記載置台における前記カバー付トレイの移動経路上であって、当該
移動経路に平行な端部の中央付近に設けられていることを特徴とする請求項５又は６に記
載の情報記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報記録再生装置に関し、例えば、薄型情報録媒体用カバー付トレイをロー
ディングする機構を有する情報記録再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータ用情報のみならず、音声や静止画像、動画像などの情報を保存する
ための記録媒体として光ディスクが実用化されている。例えば非特許文献１に示されるよ
うに、１．２ｍｍ厚の光ディスクを３ｍｍ厚のトレイに入れ、それを複数段重ねたディス
クカートリッジ（ディスクの変形を防ぐ全周受けトレイ式マガジン）が製品化されている
。このように、光ディスクは更なる高密度化や高速転送化に向け開発が進められているが
、同時に記録再生を行うドライブ装置の将来的な形としての薄型化や小型化、あるいは媒
体収納時の軽量小型化等を見据えると、光ディスク自体の厚みはより薄いほうが望ましい
。
【０００３】
　そして、その実現を狙って厚さ０．３ｍｍ以下の薄型光ディスクの開発が進められてい
る。この薄型光ディスクは、特許文献１に示されるように、薄型光ディスクトレイに搭載
し、さらにそれを複数枚積層してカートリッジの内部に納める。再生時はカートリッジか
ら所望のトレイを引き出し、そのトレイ上にある任意のディスクを装置までハンドリング
して装着させて記録や再生が行われる。記録再生終了後には、引き出した薄型光ディスク
及び薄型光ディスクトレイをカートリッジ内に収納する。
【０００４】
【非特許文献１】http://www.jvc-victor.co.jp/pro/library/product/mc-9200/option.h
tml「ディスクの変形を防ぐ全周受けトレイ式マガジン」
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【特許文献１】特開２００７－１２２０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、薄型光ディスクトレイは厚さ数百μｍ程度の可撓性を有する部材（ＰＥ
Ｔ等からなる）であるため、薄型光ディスクトレイをカートリッジ内に押し戻す力によっ
て、薄型光ディスクトレイが屈曲してしまいディスク収納が正常に行われないという事態
が生じてしまう。このように薄型光ディスクトレイが屈曲すると、その上に保持された薄
型光ディスクもまた屈曲したり脱落したりしてしまうことが当然予想される。
【０００６】
　特に、高記録密度化を図るディスクカートリッジにおいては、薄型光ディスクの収容枚
数増大や、薄型光ディスクトレイの更なる薄型化が図られており、上記の問題が一層生じ
やすくなるものと考えられる。
【０００７】
　本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、薄型光ディスク及び薄型光ディ
スクトレイを収容したディスクカートリッジから引き出した当該薄型光ディスクトレイを
屈曲させずにハンドリングできる機構を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明では、情報記録再生装置の内部において、情報記録
媒体（薄型光ディスク）を取り出すためにトレイを引き出して、それを引ききりの位置（
最大限引き出してディスクローディングが可能な位置）まで引き出し、情報記録媒体への
記録や再生を終えたのち、再びトレイをカートリッジに収納させる。トレイをカートリッ
ジに収納するときには、トレイを挟み、あるいは押し付ける作用をする回転自在なローラ
ーによって、収納時の座屈の原因となる中央部分の湾曲作用を完全に押さえ、座屈を回避
するようにしている。
【０００９】
　即ち、本発明による情報記録再生装置は、カートリッジに収納されたカバー付トレイに
載置された薄型情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う情報記録再生装置
であって、カートリッジからカバー付トレイを取り出し、かつ、カバー付トレイを前記カ
ートリッジに収納する、トレイローディング手段と、カバー付トレイに載置された薄型情
報記録媒体に対して、情報の記録及び／又は再生を行う記録再生部と、を備えている。そ
して、トレイローディング手段は、カートリッジと記録再生部における記録再生動作位置
との間を、カバー付トレイを移動させるトレイ移動手段と、カバー付トレイの上下方向の
位置決めを行い、カバー付トレイの屈曲を防止するトレイ位置決め手段と、を備えている
。このトレイ位置決め手段は、トレイ移動手段によって移動するカバー付トレイの移動経
路上に設けられている。
【００１０】
　さらに、本発明による情報記録再生装置は、薄型情報記録媒体のローディング時に、カ
バー付トレイを載置するためのトレイ載置台を備え、トレイ位置決め手段は、トレイ載置
台に取り付けられている。このトレイ位置決め手段は、ローラーで構成するようするのが
好ましい。
【００１１】
　また、カバー付トレイがカートリッジから引き出され、薄型情報記録媒体が記録再生部
へのローディング準備が完了した状態において、トレイ位置決め手段たるローラーは、薄
型情報記録媒体で覆われていないトレイにおける前端部の領域に位置するように設置され
ている。
【００１２】
　なお、ローラーの少なくとも接触面の硬度は、カバー付トレイの材質の硬度以下である
ことが好ましい。
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【００１３】
　さらなる本発明の特徴は、以下本発明を実施するための最良の形態および添付図面によ
って明らかになるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、薄型光ディスク及び薄型光ディスクトレイを収容したディスクカート
リッジから引き出した当該薄型光ディスクトレイを屈曲させずにハンドリングできるよう
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。ただし、本実施形態は
本発明を実現するための一例に過ぎず、本発明を限定するものではないことに注意すべき
である。また、各図において共通の構成については同一の参照番号が付されている。
【００１６】
　＜薄型情報記録媒体用トレイの構成＞
　図１は、カバー付きディスクトレイ１と薄型光ディスク用カートリッジ１６を示してい
る。薄型光ディスク用カートリッジ１６には、薄型光ディスク（例えば、厚さ３００μｍ
以下で、可撓性のある光フレキシブルディスク）１３がトレイ１に搭載され、媒体１３を
それぞれ搭載した複数のトレイ１が収容されている。この薄型光ディスク用カートリッジ
１６は、後述する情報記録再生装置５１に装着される。そして、一枚一枚薄型光ディスク
１３が取り出されて情報の記録再生動作に供される（詳細は後述する）。
【００１７】
　また、薄型光ディスク用カートリッジ１６の側面には溝１７が設けられている。これは
情報記録再生装置５１に対して位置をあわせて装着させるために利用される。ただし、位
置をあわせて固定するための機構は今この限りではなく、記載はしないが、円筒形のピン
やテーパー状突起などを利用したものでもよい。
【００１８】
　カバー付トレイ１は、厚みが０．５ｍｍ以下、好ましくは２５０μｍ以下の薄型のシー
ト（例えば、ＰＥＴ材）で構成されている。また、カバー付トレイ１のカバー１１は、よ
り薄いシート（例えば、ＰＥＴ材）で構成されている。そして、そのカバー１１は、トレ
イ１の後端部１５で一定の幅を持って固定（例えば、糊付け）されている。また、カバー
付トレイ１の前端部には、後述するカバー剥離トリガー部材２１が貫通する２つの貫通孔
１２と、後述するトレイ挿抜部材２２がフックするためのフック孔１４が設けられている
。
【００１９】
　＜カバー剥離動作とトレイ引き抜き動作＞
　図２は、カバー１１の剥離（押し上げ）動作とトレイ１のカートリッジに対する挿抜動
作の原理を示している。薄型光ディスク用カートリッジ１６が情報記録再生装置５１（図
５参照）に装着されると、水平移動機構部６４（図１２参照）によって駆動されるトレイ
挿抜部材２２が薄型光ディスク用カートリッジ１６の開口部まで伸びてくる。そして、ト
レイ挿抜部材２２の先端部が、所望の薄型光ディスク１３が搭載されたトレイ１のフック
孔１４にフックされる。続いて、トレイ挿抜部材２２がトレイ１を引き出す方向に水平移
動し、所定のタイミングでカバー剥離トリガー部材２１が貫通孔１２に一時的に押し上げ
られ、それと共にカバー１１の端部が持ち上がる。カバー端部が持ち上がった状態でトレ
イ１の水平移動が続けられると、カバー１１の端部がカバー剥離ガイド２３によってめく
り上げられる。このように、トレイ１の引き抜き動作と連動させてカバー１１を一瞬持ち
上げて、持ち上げられたカバー１１をカバー剥離ガイド２３に引っ掛けることにより、ト
レイ１の水平移動（ローディング動作）と共にカバー１１が完全にめくり上がるようにな
っている。
【００２０】
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　図３は、カバー付トレイ１をカートリッジ１６から引き出した状態を、横から見た場合
の断面図である。前述のように、トレイ１の水平移動（矢印Ａ方向）と共にカバー１１が
めくり上がり、薄型光ディスク１３を収納したトレイ１がトレイ載置台２４に置かれ、ロ
ーディングの準備が整えられる。図４は、薄型光ディスク１３を収納したトレイ１が載置
台２４に置かれた状態を示している。そして、トレイ１から薄型光ディスク１３が上述の
ようにクランプ部５９に固定され、記録或いは再生動作が実行される（図１２参照）。
【００２１】
　記録再生動作が終了し、薄型光ディスク１３をアンローディングする場合には、薄型光
ディスク１３がトレイ１に戻される。そして、トレイ挿抜部材２２が薄型光ディスク１３
を収納したトレイ１をカートリッジ１６内に押し戻す。
【００２２】
　しかしながら、カートリッジ１６には多数のトレイ１が収納されているため、戻そうと
するトレイ１の端部（図５中のＸ部分）に相当程度の抵抗力（摩擦や湿気に起因する抵抗
力）が生じる。特に、夏場等高温多湿の環境に情報記録再生装置５１が置かれている場合
にはより強い抵抗力が生じる。この場合、トレイ１は、その抵抗力及びトレイ挿抜部材２
２により、両側から押されたような状態に置かれ、力がトレイ１中央部分に矢印Ｃ方向に
掛かり、薄型の（厚さ２５０μｍ以下）トレイ１は浮き上がる方向に屈曲してしまう。そ
して、トレイ１の屈曲と共に、そこに収納されている薄型光ディスク１３も屈曲したり、
トレイ１から脱落したりするという問題が生じてしまう。
【００２３】
　＜ローラー付トレイ載置台＞　
　そこで、本発明の実施形態では、トレイ載置台２４にトレイ屈曲防止用のローラー２５
を設けている。
【００２４】
　図６は、トレイ１を引き出している状態を示す図である。トレイ１を引き出すときには
、トレイ１の屈曲を生じることはまずない。ただし、ローラー２５によって、トレイ載置
台２４においてトレイ１を安定して移動させることができるという作用がある。図７に示
されるように、トレイ屈曲防止用ローラー２５は、トレイ載置台２４に取り付け軸２６に
よって回転自在に取り付けられている。従って、トレイ１が矢印Ａ方向に移動すれば、ロ
ーラー２５は矢印Ｄ方向に回転する。なお、トレイの屈曲防止という点のみを考えれば、
必ずしもローラーを回転自在にする必要はないが、ローラー２５を回転自在にすることに
より、トレイ１が移動に伴って傷つくことを防止することができるようになる。トレイ１
の傷つき防止と言う観点からは、ローラー２５は樹脂等、トレイ１の材質（例えばＰＥＴ
材）以下の硬度の材料で構成されるか、そのような材料で接触面が覆われていることが好
ましい。
【００２５】
　図８は、ローディング位置にあるトレイ１を示している。図８で示されるように、ロー
ディング位置にトレイ１にあるとき、何等かの力が上方向に生じた場合でも、トレイ端部
押さえ部材２７に加えてローラー２５の作用によって、トレイ１を安定的にトレイ載置台
２４に載置しておくことができる。
【００２６】
　図９は、記録再生動作が終了し、薄型光ディスク１３を収納したトレイ１をカートリッ
ジ１６内に押し戻す様子を示す図である。図９に示されるように、トレイ載置台２４には
、湾曲しやすい中央部分にローラー２５が配置されている。このようにすることで、一番
湾曲しやすい状態である、トレイ１の引ききりの位置でのトレイ中央部分の浮き上がりを
規制することが出来るため、湾曲して座屈に至ることを防止することが出来る。なお、ト
レイ載置台２４（或いは、後述の引き出し固定ベース６６）が情報記録再生装置５１内に
無い場合には、図１０に示すように、情報記録再生装置５１内のトレイ１の移動経路上に
ローラー２５－１及び２５－２を配置し、湾曲しやすい中央部分の変形を防ぐようにすれ
ばよい。
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【００２７】
　なお、ローラー２５は、トレイ１の前端部と中央部の間に設置することができる。ただ
し、カートリッジ１６のサイズをできる限り小さくするという目的の下、薄型光ディスク
１３の直径とトレイ１の幅が略同一か、トレイ１の幅がほんの少しだけ大きい（ローラー
２５が通過するスペースは無い）場合がある。この場合には、カートリッジ１６から最大
限引き出したときのトレイ１の領域Ｓ１及びＳ２（図１１参照）内であって、なるべく中
央部に近い位置に対応するところにローラー２５を設置するのが良い。トレイ１の後端部
はカートリッジ１６内に保持されているので、厳密な意味では、トレイの真中央部が屈曲
するわけではなく、多少トレイ１の前端部方向にシフト位置が屈曲する。よって、領域Ｓ
１及びＳ２内にローラー２５を設置するには理にかなっていると言える。
【００２８】
　＜情報記録再生装置の構成及び記録媒体のローディング動作＞
　図１２は、情報記録再生装置５１の概略構成例を示している。情報記録再生装置５１は
、筐体５２と、筐体５２に設けられたカートリッジ挿入口５３と、薄型光ディスク１３を
収納したトレイ１と、トレイ１を多数枚積層収納したカートリッジ１６と、カートリッジ
１６を固定し上下方向に移動させるカートリッジ移動台５４と、カートリッジ１６からト
レイ１を水平方向に引き出し又は収納するための水平移動機構６４と、水平移動機構６４
に設けたトレイ１を引掛けるためのトレイ挿抜部材２２と、水平移動機構６４を水平方向
に移動するための駆動部６５と、トレイ１のカバー１１を引き剥がすためのカバー剥離ガ
イド２３と、トレイ１をトレイ挿抜部材２２に位置決めするためのトレイ検出センサ５６
と、水平移動機構６４と駆動部６５とトレイ検出センサ５６を設け、引き出したトレイ１
を載せて置くための固定ベース６６と、薄型光ディスク１３とターンテーブル（ガラス円
板）６０をクランプ部５９に固定し回転させるためのスピンドルモータ５８と、薄型光デ
ィスク１３のデータの記録再生を行う記録再生部６１と、記録再生部６１を水平方向に移
動するための駆動部６２と、薄型光ディスク１３をターンテーブル６０から剥離させるた
めの振動機構７０と、スピンドルモータ５８と記録再生部６１と駆動部６２および振動機
構７０を搭載し上下方向に移動する記録再生部移動台６３と、薄型光ディスク１３をクラ
ンプ部５９に固定するキャップ６７と、キャップ６７を上下左右に移動できるようにガイ
ドするキャップホルダ６９と、キャップホルダ６９を搭載し上下方向に移動するクランプ
部移動台６８と、筐体５２に固定されカートリッジ移動台５４の上下方向の移動を支持す
る支持部材２５と、筐体５２に固定され記録再生部移動台６３とクランプ部移動台６８の
上下方向の移動を支持する支持部材５７と、を備えている。なお、カートリッジ移動台５
４と記録再生部移動台６３およびクランプ部移動台６８は、図示しない移動機構によって
駆動力が与えられ移動する。また、薄型光ディスク１３と記録再生部６１との間隔は、お
およそ０．６５ｍｍ～３．５ｍｍが好適である。また、ターンテーブル（ガラス円板）の
厚さは、おおよそ０．５ｍｍ～０．６ｍｍが好適である。
【００２９】
　次に、トレイ１をカートリッジ１６から引き出し薄型光ディスク１３をクランプ部５９
にセットするロード動作を説明する。まず、カートリッジ移動台５４を移動しながらトレ
イ検出センサ５６でトレイ１の位置を検出して目標のトレイ１をトレイ挿抜部材２２の水
平レベルに位置決めする。次に、水平移動機構６４を移動してトレイ挿抜部材２２をカー
トリッジ１６の積層されたトレイ１の隙間に挿入しトレイ１のフック孔１４に引掛ける。
次に、水平移動機構６４を移動しカートリッジ１６からトレイ１を引き出し固定ベース６
６（上述のトレイ載置台２４に相当する）の所定の位置に位置決めする。この引き出し動
作時、トレイ１のカバー１１はカバー剥離ガイド２３に接触し上方に引き剥がされる。ま
た、図１２のように薄型光ディスク１３は、カートリッジ１６から全て引き出されている
がトレイ１の一部はカートリッジ１６に残る構成とする。次に、記録再生部移動台６３を
下方に移動させ薄型光ディスク１３のクランプ穴１１にクランプ部５９を挿入する。次に
、クランプ部移動台６８を上方に移動させクランプ部５９の磁力によりキャップ６７をク
ランプ部５９に吸着して薄型光ディスク１３を固定する。この状態でキャップ６７は、キ
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ャップホルダ６９と接触しない状態となる。次に、記録再生部移動台６３とクランプ部移
動台６８を上方に移動させ薄型光ディスク１３がトレイ１に接触しない所定の位置に移動
する。これは、自重で垂れ下がった薄型光ディスク１３をトレイ１に接触しない位置に移
動してから回転させるためである。次に、スピンドルモータ５８を起動し薄型光ディスク
１３を回転する。薄型光ディスク１３は、空気流によりターンテーブル６０に押付けられ
面ぶれのない状態で回転する。次に、記録再生部６１により薄型光ディスク１３の記録再
生を実行する。なお、薄型光ディスク１３の面ぶれ低減に関しては、ターンテーブル６０
の内周側に穴を設け、空気流をターンテーブル６０と薄型光ディスク１３の間に流入させ
ることでさらに効果がある。また、ターンテーブル６０の下側に薄型光ディスク１３を固
定する構成は、記録再生部の光ビームは薄型光ディスク１３に焦点を結ぶように構成され
ているので、ターンテーブル６０の上側に塵が付着し場合でもターンテーブル６０の上側
の位置では、光スポットの面積が大きいため光量の低下が少なく記録再生のエラーを低減
できる。
【００３０】
　＜記録媒体のアンローディング動作（トレイ収納動作を含む）＞
　薄型光ディスク１３を記録再生状態からカートリッジ１６に収納するアンローディング
動作を説明する。まず、記録再生状態からスピンドルモータ５８を停止したのち、振動機
構７０でターンテーブル６０を叩く又は振動させ薄型光ディスク１３をターンテーブル６
０から剥離させる。次に、記録再生部移動台６３とクランプ部移動台６８を下方に移動さ
せ薄型光ディスク１３をトレイ１に接触させる。次に、クランプ部移動台６８を下方に移
動させクランプ部５９からキャップ６７を切り離し待機状態に移動する。これにより、薄
型光ディスク１３はトレイ１に受け渡される。次に、記録再生部移動台６３を上方に移動
させ待機状態に移動する。次に、水平移動機構６４を移動させトレイ挿抜部材２２でトレ
イ１を押すようにして移動させカートリッジ１６に収納する。このトレイ１がカートリッ
ジ１６の中に挿入されるに連れてカバー１１は、トレイ１に戻されて薄型光ディスク１３
を被うようになる。次に、水平移動機構６４を待機状態に戻す。
【００３１】
　このように、カートリッジ１６にトレイ１に収められ積層された薄型光ディスク１３を
損傷することなくランダムに取り出し、薄型光ディスク１３の面ぶれのない状態でデータ
を高精度で記録再生したのち、カートリッジ１６の元の場所に、高速に、正確に薄型光デ
ィスク１３を損傷することなく戻すことができる。また、トレイ１を屈曲させることなく
スムーズにカートリッジ１６に戻すことができる。
【００３２】
　＜まとめ＞
　本実施形態では、情報記録再生装置の内部において、薄型光ディスク１３を取り出すた
めにトレイ１を引き出して、それを引ききりの位置（最大限引き出してディスクローディ
ングが可能な位置）まで引き出し、情報記録媒体への記録や再生を終えたのち、再びトレ
イ１をカートリッジ１６に収納させる。そして、トレイ１をカートリッジ１６に収納する
ときには、トレイ１を挟み、あるいは押し付ける作用をする回転自在なローラー２５を設
けている。これによって、収納時の座屈の原因となる中央部分の湾曲作用（図５の現象）
を完全に押さえ、トレイ１が座屈を回避するようにしている。トレイ１が座屈しなければ
、薄型光ディスクも安定的にローディング及びアンローディングすることができるように
なる。
【００３３】
　なお、トレイ１を押し付けて位置決めする手段としては、回転自在のローラーが好まし
いが、ローラーに限られるものではなく、板バネ等であっても良い。ただし、板バネの場
合、バネの強度は適切に選択する必要がある。強すぎるとトレイ１を傷つけてしまし、弱
すぎれば押さえる作用が充分に働かない場合もあるからである。
【００３４】
　また、トレイ１の厚さは上述のように２５０μｍ以下が好ましい。２５０μｍの厚さが
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あれば、通常の環境下でのトレイの屈曲は回避できるが、カートリッジのより高容量化の
ためにトレイをもっと薄くすることも考えられる。この場合には、通常の環境下でもトレ
イが座屈してしまう可能性もある。よって、ローラー等のトレイ座屈を防止する手段を設
けることは有効である。なお、０．５ｍｍ厚のトレイを用い、気温４０℃、湿度８０％で
カートリッジからのトレイ挿抜テストを行ったところ、トレイ後端部（カートリッジ内に
保持されている部分）の最大摩擦は、０．０１７ｇ／ｍｍ２であった。この場合にはロー
ラーが無くてもトレイは屈曲しなかった。言い換えれば、これ以上の摩擦抵抗がある場合
には０．５ｍｍ厚のトレイを用いてもローラーは必須となる。よって、２５０μｍ厚のト
レイの場合には、０．０１７ｇ／ｍｍ２以下の摩擦力であってもトレイ１が屈曲してしま
う可能性が高いと言える。
【００３５】
　このように、本実施形態によれば、シンプルな構成で、安定的に薄型光ディスクのロー
ディング・アンローディングを実現することができる。そして、トレイ１の出し入れの信
頼性を高めることができる。また、部品点数が少ないため安価な機構にすることができ、
量産にも向く機構を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】薄型光ディスク用カートリッジとカバー付トレイの構造を示す図である。
【図２】カバーの押し上げと引き抜きの原理を説明するための図である。
【図３】カバー付トレイを引き出しているときの状態を示す断面図である。
【図４】ローディング準備が整った状態を示す図である。
【図５】トレイが屈曲した状態を示す断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る、トレイ屈曲防止機構であるローラーを備えた概略構成
を示す図である。
【図７】トレイ載置台へのローラーの取り付け例を示す図である。
【図８】ローラーを備えたトレイ載置台にトレイが載置され、ローディング準備が整った
状態を示す図である。
【図９】トレイをカートリッジに戻すときのローラーの作用を説明するための図である。
【図１０】トレイ屈曲防止機構に関し、別の構成を示す図である。
【図１１】ローラーの設ける位置を説明するための図である。
【図１２】情報記録再生装置の概略構成を示す図である。
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